
 

 
 
 

令和５年６月市議会定例会 提出議案 

 
 

議 案 種 別 件数（件） 

予 算 議 案 ２７ 

条 例 議 案 ６ 

一 般 議 案 ４ 

合    計 ３７ 

 



番号 件　　　　　名 提出局

1 令和５年度北九州市一般会計予算について

2 令和５年度北九州市国民健康保険特別会計予算について

3 令和５年度北九州市食肉センター特別会計予算について

4 令和５年度北九州市卸売市場特別会計予算について

5 令和５年度北九州市渡船特別会計予算について

6 令和５年度北九州市土地区画整理特別会計予算について

7
令和５年度北九州市土地区画整理事業清算特別会計予算につ
いて

8 令和５年度北九州市港湾整備特別会計予算について

9 令和５年度北九州市公債償還特別会計予算について

10
令和５年度北九州市住宅新築資金等貸付特別会計予算につい
て

11 令和５年度北九州市土地取得特別会計予算について

12 令和５年度北九州市駐車場特別会計予算について

13
令和５年度北九州市母子父子寡婦福祉資金特別会計予算につ
いて

14 令和５年度北九州市産業用地整備特別会計予算について

15 令和５年度北九州市漁業集落排水特別会計予算について

16 令和５年度北九州市介護保険特別会計予算について

17 令和５年度北九州市空港関連用地整備特別会計予算について

18
令和５年度北九州市臨海部産業用地貸付特別会計予算につい
て

19 令和５年度北九州市後期高齢者医療特別会計予算について

令和５年６月市議会定例会　　提出議案件名

財政局



番号 件　　　　　名 提出局

20 令和５年度北九州市市民太陽光発電所特別会計予算について

21
令和５年度北九州市市立病院機構病院事業債管理特別会計予
算について

22 令和５年度北九州市上水道事業会計予算について

23 令和５年度北九州市工業用水道事業会計予算について

24 令和５年度北九州市交通事業会計予算について

25 令和５年度北九州市病院事業会計予算について

26 令和５年度北九州市下水道事業会計予算について

27 令和５年度北九州市公営競技事業会計予算について

28 北九州市事務分掌条例の一部改正について 総務局

29 北九州市市税条例等の一部改正について 財政局

30
北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する
条例及び北九州市スポーツ施設条例の一部改正について

市民文化
ｽﾎﾟｰﾂ局

31
北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改
正について

産　業
経済局

32 北九州市火災予防条例の一部改正について 消防局

33
北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて

教　育
委員会

34
金山川調節池整備工事（２－１）請負契約の一部変更につい
て

技　術
監理局

35 市道路線の認定、変更及び廃止について 建設局

36 市有地の処分について

37 市有地の処分について

財政局

港　湾
空港局



   

№ 件     名 要     旨 

令

和

５

年

度

予

算

規

模 

区     分 予 算 総 額 

一 般 会 計 6,091 億 6,100 万円 

特 別 会 計 4,212 億 2,920 万円 

企 業 会 計 2,724 億 9,902 万円 

 

合     計 

 

 

1 兆 3,028 億 8,922 万円 

 

１ 

 令和５年度北九州市 

 一般会計 

 予算について 

 

 予算額   6,091 億 6,100 万円               

 

２ 

 令和５年度北九州市 

 国民健康保険 

 特別会計予算について 

 

 予算額   1,004 億 2,200 万円      

 

３ 

 令和５年度北九州市 

 食肉センター 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,003 億 4,100 万円               

 

４ 

 令和５年度北九州市 

 卸売市場 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,011 億 0,080 万円               

 

 

1



   

№ 件     名 要     旨 

５ 

 令和５年度北九州市 

 渡船 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,004 億 4,120 万円               

 

６ 

 令和５年度北九州市 

 土地区画整理 

 特別会計予算について 

 

 予算額     42 億 5,020 万円               

 

７ 

 令和５年度北九州市 

 土地区画整理事業清算 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,000 億 0, 30 万円               

 

８ 

 令和５年度北九州市 

 港湾整備 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,041 億 8,950 万円               

 

９ 

 令和５年度北九州市 

 公債償還 

 特別会計予算について 

 

 予算額   1,687 億 0,100 万円               

 

10 

 令和５年度北九州市 

 住宅新築資金等貸付 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,000 億 0,100 万円               

 

11 

 令和５年度北九州市 

 土地取得 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,066 億 9,900 万円               

 

 

2



   

№ 件     名 要     旨 

12 

 令和５年度北九州市 

 駐車場 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,003 億 4,790 万円               

 

13 

 令和５年度北九州市 

 母子父子寡婦福祉資金 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,001 億 7,670 万円               

 

14 

 令和５年度北九州市 

 産業用地整備 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,004 億 4,000 万円               

 

15 

 令和５年度北九州市 

 漁業集落排水 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,000 億 3,400 万円               

 

16 

 令和５年度北九州市 

 介護保険 

 特別会計予算について 

 

 予算額   1,092 億 8,600 万円               

 

17 

 令和５年度北九州市 

 空港関連用地整備 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,000 億 0,360 万円               

 

18 

 令和５年度北九州市 

 臨海部産業用地貸付 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,009 億 5,260 万円               

 

 

3



   

№ 件     名 要     旨 

19 

 令和５年度北九州市 

 後期高齢者医療 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,182 億 6,000 万円               

 

20 

 令和５年度北九州市 

 市民太陽光発電所 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,001 億 1,200 万円               

 

21 

 令和５年度北九州市 

 市立病院機構 

病院事業債管理 

 特別会計予算について 

 

 予算額   0,054 億 7,040 万円               

 

22 

 令和５年度北九州市 

 上水道 

 事業会計予算について 

 

 予算額   0,357 億 2,234 万円               

 

23 

 令和５年度北九州市 

 工業用水道 

 事業会計予算について 

 

 予算額   0,038 億 6,605 万円               

 

24 

 令和５年度北九州市 

 交通 

 事業会計予算について 

 

 予算額   0,021 億 3,539 万円               

 

25 

 令和５年度北九州市 

 病院 

 事業会計予算について 

 

 予算額   0,008 億 0,840 万円               

 

 

4



   

 件     名 要     旨 

26 

 令和５年度北九州市 

 下水道 

 事業会計予算について 

 

 予算額   0,522 億 4,264 万円               

 

27 

 令和５年度北九州市 

 公営競技 

 事業会計予算について 

 

 予算額   1,777 億 2,420 万円               
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Ｎｏ 

２８ 

北九州市事務分掌条例の一部改正について 

 

                  （総務局人事部人事課） 

 

市政変革推進室を新設するため、関係規定を改めるもの 

 

１ 改正の内容（第１条関係） 

現行 改正後 

 

 

 

企画調整局 

(１) 重要事項の計画、調査、立案及び総合調 

整に関する事項 

(２) 市の長期総合計画に関する事項 

(３) 公共施設マネジメントに関する事項 

総務局 

(１) 議会及び市の行政一般に関する事項 

(２) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する 

事項 

(３) 事務事業の調査及び能率並びに文書に関 

  する事項 

(４) 男女共同参画社会の形成に関する事項 

(５) その他他の主管に属しない事項 

市政変革推進室 

(１) 行財政改革に関する事項 

(２) 公共施設マネジメントに関する事項 

企画調整局 

(１) 重要事項の計画、調査、立案及び総合調 

整に関する事項 

(２) 市の長期総合計画に関する事項 

 

総務局 

(１) 議会及び市の行政一般に関する事項 

(２) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する 

事項 

(３) 文書に関する事項 

  

(４) 男女共同参画社会の形成に関する事項  

(５) その他他の主管に属しない事項 

 

２ 施行期日 

令和５年７月１日 
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Ｎｏ 

２９ 

北九州市市税条例等の一部改正について 

 

                  （財政局税務部税制課） 

 

地方税法等の一部改正に伴い、大規模の修繕等が行われたマンション

に対する固定資産税の減額に係る特例割合を定める等のため、関係規定

を改めるもの 

 

１ 北九州市市税条例の一部改正 

 （１） 個人市民税 

   ア 所得割の額から控除されるべき配当割額又は株式等譲渡所得

割額で所得割の額から控除することができなかった金額につい

て、当該納税義務者に対しその金額を還付し、又はその者の確

定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民

税、個人の市民税若しくは森林環境税の納付等をし、若しくは

その者の未納に係る徴収金の納付等をする。（第２３条関係） 

   イ 給与所得者が給与支払者を経由して提出する扶養親族等申告

書に記載すべき事項がその年の前年の当該申告書の記載事項と

異動がないときは、記載すべき事項の記載に代えてその異動が

ない旨の記載によることができる。（第２７条の２関係） 

   ウ 森林環境税は、個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収す

る場合に併せて賦課し、及び徴収する。（第３０条関係） 

   エ 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、

当該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税

額の合算額を納期の数で除して得た額とする。（第３２条関係

） 

   オ 既に特別徴収義務者から納入された給与所得及び年金所得に

係る特別徴収税額等が徴収すべき当該特別徴収税額等を超える

場合において、その者の未納に係る徴収金があるときは、市町 

                         （次頁に続く） 

7



（続き） 

    村徴収金関係過誤納金とみなして、その者の未納に係る徴収金

の納付等をすることを委託したものとみなす。（第３８条、第

３８条の６関係） 

   カ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る課税の特例の適用期限を令和８年度まで延長する

。（付則第２１条の２関係） 

   キ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の

対象に、一定の株式会社の設立特定株式を払込みにより取得を

した一定の所得割の納税義務者を加える。（付則第２４条関係

） 

 （２） 固定資産税 

   ア 地域決定型地方税制特例措置の対象となる、大規模の修繕等

が行われた一定のマンションにおける区分所有の家屋に係る固

定資産税の減額について、本市において適用する特例割合を３

分の１とする。（付則第９条の２関係） 

   イ アの規定による固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告に関し必要な事項を定める。（付則第９条

の３関係） 

   ウ 離島振興対策実施地域内に新設等される一定の家屋及び償却

資産並びに当該家屋の敷地である土地の課税免除の対象の範囲

を拡大し、適用期限を令和７年３月３１日まで延長する。（付

則第１５条の９関係） 

 （３） 軽自動車税 

   ア 種別割の税率区分である、原動機付自転車で三輪以上のもの

から特定小型原動機付自転車を除く。（第６６条関係） 

   イ 一定の三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税及び

税率の特例を廃止する。（付則第２７条の２、付則第２７条の

７関係） 

                         （次頁に続く） 
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（続き） 

   ウ 納付すべき環境性能割及び種別割に不足額が生じた原因が偽

りその他不正の手段であった場合に加算する金額は、その不足

額に１００分の３５を乗じて計算した金額とする。（付則第２

７条の３、付則第２９条関係） 

 

２ 北九州市環境未来税条例の一部改正 

   条例に引用する地方税法の規定の条項ずれに伴う規定の整備（第 

  １１条関係） 

現行 改正後 

第７３３条の１８第６項 第７３３条の１８第８項 

第７３３条の１９第４項 第７３３条の１９第５項 

 

３ 北九州市宿泊税条例の一部改正 

   条例に引用する地方税法の規定の条項ずれに伴う規定の整備（第

１４条関係） 

現行 改正後 

第７３３条の１８第７項 第７３３条の１８第８項 

 

４ 施行期日 

  １（１）カ、（２）及び（３）イは、公布の日 

  １（３）アは、令和５年７月１日 

   １（１）ア、ウからオまで及びキ並びに（３）ウ、２並びに３は

、令和６年１月１日 

   １（１）イは、令和７年１月１日 
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Ｎｏ 

３０ 

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

及び北九州市スポーツ施設条例の一部改正について 

      （市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課） 

 

桃園武道場の新設に伴い、使用料を設定する等のため、関係規定を改

めるもの 

 

１ 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例 

の一部改正 

（１） 桃園武道場の使用料の設定（別表第１関係） 

弓

道

場 

共

用 

区分 一般 高等学校の

生徒以下の

者 

定期券で

使用する

ときは、

１日１回

限りとし

、２時間 

以内を１

回とする

。 

１人１回（２時間以内）   ２５０円   １２０円 

回数券（１０枚つづり） １人１回(２

時間以内) 

２，０００円   ９６０円 

定期券 １月 ３，０００円 １，４４０円 

専

用 

近的場 

遠的場 

１時間又はその端数ごとに   ６００円 

柔

剣

道

場 

共

用 

区分 一般 高等学校の

生徒 

中学校の生

徒以下の者 

１人１回（２時間以内）   ３９０円   １９０円   １２０円 

回数券（１

０枚つづり

） 

１人１回（

２ 時 間 以

内） 

３，１２０円 １，５２０円   ９６０円 

定期券 １月 ４，６８０円 ２，２８０円 １，４４０円 

３月 ８，５８０円 ４，１８０円 ２，６４０円 

専

用 

柔道場 

剣道場 

１時間又はその端数ごとに   ９９０円 

（２） 桃園弓道場の使用料の廃止（別表第１条関係） 

  桃園弓道場の廃止に伴い、同弓道場の使用料に係る規定を削除

する。 

 

２ 北九州市スポーツ施設条例の一部改正 

八幡東柔剣道場の廃止（別表第１関係） 

名称 北九州市立八幡東柔剣道場 

位置 北九州市八幡東区尾倉二丁目８番３４号 

（次頁に続く） 
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（続き） 

３ 施行期日 

規則で定める日 
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Ｎｏ 

３１ 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

            （産業経済局観光部門司港レトロ課） 

 

北九州市関門海峡ミュージアム及び北九州市門司港レトロ展望室の望 

遠鏡の廃止に伴い、関係規定を改めるもの 

 

１ 北九州市関門海峡ミュージアム及び北九州市門司港レトロ展望室 

の望遠鏡の廃止に伴う規定の整備（別表第３関係） 

   北九州市関門海峡ミュージアム及び北九州市門司港レトロ展望室 

の望遠鏡の廃止に伴い、利用料金に係る規定を削除する。 

 

 ２ 施行期日 

   公布の日 
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Ｎｏ 

３２ 

北九州市火災予防条例の一部改正について 

 

                  （消防局予防部指導課） 

 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、位置

、構造及び管理に関する基準の対象となる急速充電設備の範囲を拡大す

る等のため、関係規定を改めるもの 

 

１ 急速充電設備の範囲の拡大（第１３条の２関係） 

現行 改正後 

全出力２０キロワット以下の

もの及び全出力２００キロワ

ットを超えるものを除く。  

全出力２０キロワット以下の

ものを除く。 

 

２ 急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の追加（第１３

条の２関係） 

  充電ポスト、緊急停止装置等に係る急速充電設備の構造等に関す

る基準を追加する。 

  

 ３ 防火対象物内喫煙所の標識の設置の変更（第２６条関係） 

   健康増進法に規定する喫煙専用室標識が掲示されている場合には 

  、「喫煙所」と表示された標識を設置しなくてもよい。 

 

 ４ 施行期日 

   １及び２は、令和５年１０月１日 

   ３は、公布の日 
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Ｎｏ 

３３ 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

              （教育委員会総務部企画調整課） 

 

北九州市立ひまわり中学校を新設する等のため、関係規定を改めるも 

の 

 

１ 思永中学校の温水プールへの指定管理者制度の導入（第９条－第 

９条の５関係） 

 指定管理者による管理（学校教育上支障のない範囲内で市民の使 

用に供する際の管理に限る。）、指定管理者の指定の手続、指定管 

理者が行う業務、指定管理者が行う管理の基準及び指定管理者等の 

秘密保持義務を定める。 

 

２ 夜間中学校の新設（別表第１関係） 

 

 

 

 

３ 施行期日 

１は、公布の日 

２は、令和６年４月１日 

 

名称 北九州市立ひまわり中学校 

位置 北九州市小倉北区下富野一丁目２番１号 
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Ｎｏ 

３４ 

金山川調節池整備工事（２－１）請負契約の一部変更について 

 

                （技術監理局契約部契約課）

 

金山川調節池整備工事（２－１）請負契約の契約金額及び工期を変更

するもの 

 

１ 既決契約金額 １４億７，４０８万５，９７１円 

 

２ 既決工期 令和３年３月１５日から令和６年３月１５日まで 

 

３ 変更契約金額 １７億９，７８９万９，４００円 

  

４ 変更工期 令和３年３月１５日から令和６年３月３１日まで 
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Ｎｏ 

３５ 

市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

                  （建設局道路部管理課） 

 

市道路線の整備を図るため、路線の認定、変更及び廃止を行うもの 

 

 数 延 長 面 積 

認 定 ６路線 ３８４ｍ ２，４３２㎡ 

変 更 ７路線 △９２０ｍ △３，７８０㎡ 

廃 止 △３路線 △９９５ｍ △７，１７０㎡ 
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Ｎｏ 

３６ 

市有地の処分について 

  

（港湾空港局港営部物流振興課）

 

門司区新門司北三丁目に所在する市有地を流通保管施設用地として売

り払うもの 

  

１ 土地の地目及び所在地 

雑種地 

門司区新門司北三丁目１番１ 

門司区新門司北三丁目１番３３ 

 

２ 土地の面積 

１万９，６１５．２４平方メートル 

 

 ３ 売払い予定金額 

５億２，３７２万６，９０８円 
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Ｎｏ 

３７ 

市有地の処分について 

  

（港湾空港局港営部物流振興課）

 

若松区響町一丁目に所在する市有地を石炭貯蔵用地として売り払うも

の 

 

１ 土地の地目及び所在地 

宅地 

若松区響町一丁目１０４番１１ 

若松区響町一丁目１０４番１２ 

雑種地 

若松区響町一丁目１２９番 

若松区響町一丁目１３０番 

 

２ 土地の面積 

１万８，４８９．１０平方メートル 

 

３ 売払い予定金額 

３億８，２７２万４，３７０円 
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